
A Q相
続
税
は
、
遺
産
の
額
か
ら
基
礎
控
除

額
を
控
除
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
税
率

は
10
％
か
ら
50
％
の
累
進
課
税
で
計
算
さ

れ
ま
す
。
遺
産
の
額
は
、
相
続
税
評
価
額

に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
が
、
土
地
や
建
物

は
、
相
続
時
の
利
用
状
況
に
よ
っ
て
計
算

方
法
が
異
な
り
ま
す
。

土
地
の
評
価
額
は
、
更
地
の
場
合
、
路

線
価
（
地
価
公
示
価
格
の
80
％
程
度
）
を

基
準
と
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
が
、
貸
家
を

建
て
て
い
る
土
地
の
評
価
額
は
、
更
地
の

評
価
額
×
（
1
―
借
地
権
割
合
×
借
家
権

割
合
）
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

借
地
権
割
合
に
借
家
権
割
合
を
掛
け
た
分

だ
け
評
価
が
下
が
り
ま
す
。
借
地
権
割
合

は
60
〜
70
％
の
地
域
が
多
く
、
借
家
権
割

合
は
30
％
（
大
阪
な
ど
一
部
地
域
は
40
％
）

と
な
っ
て
お
り
、
更
地
の
評
価
に
比
べ
約

20
％
の
評
価
減
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
評
価
は
固
定
資
産
税
評

価
額
（
建
築
代
金
の
50
〜
70
％
程
度
）に
相

当
す
る
金
額
で
評
価
さ
れ
ま
す
。
貸
家
に

つ
い
て
は
、さ
ら
に
借
家
権
割
合（
30
〜
40
％
）

が
控
除
さ
れ
る
た
め
、
評
価
額
が
下
が
り

ま
す
。
賃
貸
住
宅
建
設
の
た
め
の
借
入
金
が

あ
る
場
合
は
、
借
入
金
の
金
額
を
相
続
財

産
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
定
の
貸
家
を
建
て
て
い
る
土
地
に
は
、

「
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
」
と
い
う
相
続
税

評
価
額
を
減
額
で
き
る
規
定
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
特
例
は
、
貸
家
が
建
て
ら
れ
て
い
る

土
地
の
う
ち
、
2
0
0
g
ま
で
評
価
額
を

50
％
に
減
額
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

居
住
用
や
事
業
用
土
地
に
つ
い
て
も
、
特

例
の
適
用
が
あ
り
、
減
額
割
合
等
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
最
も
評
価
の
高
い
土
地
か

ら
優
先
的
に
、
か
つ
適
用
対
象
面
積
も
考

慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
賃
貸
住
宅
用
の
土
地
の
場
合
、
更

地
と
比
べ
て
、
住
宅
一
戸
あ
た
り
2
0
0
g

ま
で
の
固
定
資
産
税
が
6
分
の
1
に
、
都

市
計
画
税
が
3
分
の
1
に
減
額
さ
れ
る
た

め
、
土
地
の
保
有
コ
ス
ト
も
下
げ
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。
貸
店
舗
の
場
合
に
は
、

居
住
用
で
は
な
い
た
め
固
定
資
産
税
の
減

額
は
あ
り
ま
せ
ん
。

更
地
に
フ
ェ
ン
ス
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を

施
し
て
、
貸
駐
車
場
と
し
て
利
用
す
る
場

合
に
は
、
賃
貸
住
宅
の
よ
う
な
減
額
が
な

い
た
め
、
相
続
税
評
価
額
は
更
地
と
同
じ

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
小
規
模
宅
地
等
の

特
例
」
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー

ト
な
ど
の
構
築
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場

合
に
限
り
、
2
0
0
g
ま
で
評
価
額
を

50
％
に
減
額
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

設
備
を
設
け
な
い
青
空
駐
車
場
の
場
合
に

は
、
減
額
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

土
地
の
み
を
貸
付
け
、
借
地
人
が
そ
の
土

地
の
上
に
建
物
を
建
て
る
場
合
は
、
貸
宅
地

と
な
り
、
貸
宅
地
の
評
価
額
は
、
更
地
の
評

価
額
×（
1
―
借
地
権
割
合
）で
計
算
さ
れ
ま

す
。
借
地
権
の
取
引
慣
行
の
な
い
地
域
や
土

地
所
有
者
と
借
地
人
の
間
で
、
将
来
無
償

で
借
地
権
を
返
還
す
る
こ
と
を
税
務
署
に

届
出
た
場
合
に
は
、
貸
宅
地
の
評
価
額
は
、

更
地
の
評
価
額
×
80
％
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

市
街
地
農
地
の
価
額
は
、
そ
の
農
地
が

宅
地
で
あ
る
と
し
た
場
合
の
1
g
当
り
の

価
額
か
ら
、
地
域
ご
と
に
国
税
局
が
定
め

る
そ
の
農
地
を
宅
地
に
転
用
す
る
場
合
の

1
g
当
り
の
造
成
費
に
相
当
す
る
金
額
を

控
除
し
た
金
額
に
面
積
を
乗
じ
て
評
価
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
国
税
局
が
定
め
る
地

域
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
評
価
額
に

地
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
倍
率
を
乗
じ
て

評
価
さ
れ
ま
す
。
市
街
地
周
辺
農
地
の
場

合
に
は
、
市
街
地
農
地
の
評
価
額
×
80
％

で
計
算
さ
れ
ま
す
。

土
地
の
有
効
活
用
に
は
、
様
々
な
方
法
が

あ
り
ま
す
が
、
借
入
金
に
よ
り
賃
貸
住
宅

を
建
設
す
る
場
合
に
は
、
現
時
点
で
の
収
益

性
だ
け
で
な
く
将
来
の
建
物
の
修
繕
計
画

も
含
め
て
、
採
算
が
取
れ
る
か
ど
う
か
収
支

計
算
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
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